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第１章 計画の概要

１ 計画策定の趣旨

本市では、「市民サービスの向上、行政と市民の協働・共創」という基本的な考え方のも

と計画的な情報化の推進を図るため、平成 15 年度に第一次取手市地域情報化計画を策定

し、その成果や社会状況の変化、そして、情報技術の進展とともに計画の改訂を行ってき

ました。最新の計画となる第四次取手市地域情報化計画においても、平成 30 年度から令和

４年度までの計画期間中に、最新の情報技術を活用した暮らしに役立つサービス、情報発

信、協働の推進、ICT1活用能力の育成、そして、情報セキュリティ向上等、行政情報化の様々

な施策を展開してきました。

情報化計画がその計画年次を終えた令和４年度以降も、引き続き効果的な情報ツールを

活用した活力と魅力に満ちたまちづくりや、行政の情報化推進による市民サービスの向上

及び行政経営の効率化等を計画的に進めていく必要があります。また、情報技術を取り巻

く社会情勢の変化や最新の技術に対応した効果的な施策を進める必要があることから、こ

れらを計画的に推進していくための市の指針として、新たに第五次取手市情報化計画を策

定するものです。

２ 計画の位置付け

本計画は、平成 28 年３月に策定した「第六次取手市総合計画」の基本構想及び令和２年

３月に策定した「とりで未来創造プラン２０２０」の基本計画を上位計画として、将来の

都市像を実現するための効果的なツールとして、各施策を情報化の側面から支援する計画

としています。

また、官民データ活用推進基本法（平成 28 年 12 月施行）第９条第３項の規定に基づき、

市町村で策定する区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計

画である「市町村官民データ活用推進計画」としても位置付けます。

さらに、「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX2）推進計画」等の国の政策を

踏まえた内容とし、県の情報化施策についても本計画と整合を図ります。

これらを踏まえつつ、本計画では、主な情報化推進事業の実施を計画に位置付けるとと

もに、今後の情報通信技術の進展への対応、また、国等の新たな情報化政策への対応等に

備え、市の情報化政策推進の方針を明らかにするものとします。

1 ICT：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。
2 DX：Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略で、デジタル

（Digital）と変革（Transformation ※英語圏では「Trans～」を「X～」と略することが

ある。）を組み合わせた造語。デジタル技術を活用して、既存の組織や社会の仕組み、暮

らし等を根本的に変えること。
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３ SDGs との関係

⑴ SDGs とは

SDGs は、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略で、平成 27 年

９月の国連サミットで採択され、令和 12 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際

目標です。地球上の「誰一人取り残さない」ことをスローガンに、達成すべき具体的目

標として、17 のゴール・169 のターゲットが設定されています。

図表１ SDGs ロゴ

（出典）外務省：ウェブサイト「JAPANS SDGs Action Platform」
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⑵ SDGs との関係

政府が設置している持続可能な開発目標（SDGs）推進本部で決定された「持続可能な

開発目標（SDGs）実施指針改訂版」（令和元年 12 月）では、「誰一人取り残さない」社会

の実現のためには自治体の積極的な取り組みが不可欠であると示されており、行政にお

いて、まちづくりの将来像を描きながら、様々な取組を進めている中で、この SDGs の視

点を取り入れることが重要です。

また、総務省の「デジタル変革時代の ICT グローバル戦略懇談会報告書」（令和元年５

月）では SDGs 達成に向けた取組におけるデジタルテクノロジーの役割として、「デジタ

ル化の直接的又は間接的な効果を通じて、農業・食料、医療・介護、教育、金融等の基本

的な経済・社会活動から観光・人的交流の促進、バリアフリーの促進、ジェンダー格差

解消に至るまで、様々な社会課題の解決へ貢献することが期待されているとしています。

以上のことから、本計画の各施策を SDGs が掲げるゴールに関連付けていき、SDGs の

ゴールの達成を意識しながら本計画を推進していくことにより、グローバルな課題解決

に貢献していきます。

図表２ SDGs 達成に向けた取組におけるデジタルテクノロジーの役割

（出典）総務省:「デジタル変革時代の ICT グローバル戦略懇親会報告書」
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４ 計画期間

第四次取手市情報化計画については、計画期間が５年間、令和４年度が計画最終年度と

なっています。また、本市の情報化推進の要として構築された情報系サーバ3（次回更新令

和８年２月予定）を始め主要 ICT 関連機器については、５年サイクルで更新を進めていま

す。特に次期情報系サーバの構築に向けては新しい指針として新たな計画に基づき検討を

進める必要があります。

これらを踏まえ、現計画の期間終了後速やかに、新たな計画に基づき情報化を推進する

必要があるとともに、情報化推進にあたっては、情報通信技術の進展のスピード、さらに、

主要機器の更新のタイミングを考慮することが最も効果的です。そうしたことから、本計

画は、令和５年度から令和９年度の５年間としました。

なお、計画は、情報通信技術の動向や国の施策、社会経済情勢の変化等を踏まえ、計画

期間内に必要に応じ、見直しを図ることとします。

図表３ 市と国との施策の関係

（出典）取手市作図

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

取

手

市

国

3 情報系サーバ：端末・デバイス管理、メール管理、電子ファイル管理、セキュリティ対

策等の諸システム及びこれらのシステムが属するネットワークを構成している一連のサー

バ機器群のこと。

第六次取手市総合計画

基本計画（４年）

（とりで未来創造プラン２０２０）

次期基本計画

（予定）

第四次取手市情報化計画

（Ｒ１～Ｒ４）

第五次取手市情報化計画

（Ｒ５～Ｒ９）

現情報系サーバ

（Ｒ３年３月～Ｒ８年２月）

次期情報系サーバ

（Ｒ８年３月～予定）

自治体 DX 推進計画

（Ｒ３年１月～Ｒ８年３月）

デジタル社会の実現に向けた重点計画

（Ｒ２年１２月～Ｒ８年３月）
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５ 計画策定の考え方

⑴ 見直しの視点

・社会情勢や技術動向の変化をとらえる

・国の政策への対応をとる

・システムの効率化に配慮する

・セキュリティ・BCP4への意識を高める

・総合計画との整合をとる

⑵ 策定の進め方

・情報化に関する動向の把握

・情報化推進委員会による検討

・庁内関係各課の意見聴取（調査票・ヒアリング）

第四次取手市情報化計画の検証 ⇒ 現況・課題・新たな提案の抽出

⇒ 新計画への反映

・市民意見公募（パブリックコメント）の実施

⇒ 新計画への反映

4 BCP：Business Continuity Plan の略で、事業継続計画のこと。災害が発生した際、損

害を最小限に抑え、事業の継続・復旧を図るための計画。なお、ICT 部門の業務継続計画

は ICT-BCP と呼ばれる。


